
ため池での水難事故防止のお願い  
川県では、１万２千か所以上のため池が点在しており、県土の総面積に対するため池の

密度では全国一となっています。 

貴重な農業用水源となっているため池を、ため池管理者（農家）の方は、ふだんから草

刈りなどの地道な管理をして、苦労してため池を守っています。 

このようなため池での痛ましい水難事故が全国各地で発生しており、事故者の多くは幼児・児童

と高齢者、死亡事故の原因は娯楽中（釣り・水遊び等）が最も多くなっています。 

「立ち入り禁止」「あぶない！」「きけん！」等の注意看板やフェンスがあるなど、危険なところには

近づかないでください。 

 また、子どもたちがため池に不用意に近づかないよう、地域の皆様からも声掛けをお願いします。 

 

  
☑ 水際は草で隠れていて見えにくく、ふちが崩れて池に落ちてしまうかもしれません。 

☑ 新しく見えるため池でも堤防の表面は藻で覆われて、ヌルヌルで滑りやすく這い上

がれません。 

☑ 不用意に近づかないようにしましょう。        
 

 

 

 

 

香



 
１．⼦どもたちから目を離さない 

たとえ、わずかな時間でも「目」を離さないで。 

２．必ず保護者と一緒に 
子どもたちだけでため池に行くことは危険です。 

外出する子どもには、必ず行き先を確認しましょう。 

３．「あぶないよ」の一言を 
危ないと感じたら、自分の子どもでなくても注意しましょう。 

  
１．管理しているため池に危険個所がないか、定期的に巡視・点検 

日頃から、「万が一」 に備えましょう。 

２．水難事故の発生が懸念される場合には、看板や安全柵の設置等の対策 
ため池の安全管理について、水難事故防止対策の徹底をお願いします。 

 

【 参考：農林水産省の資料 】 

○ 農林水産省 Web サイト

（https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/） 

○ ため池の安全管理は大丈夫？（リーフレット）（平成 27 年 6 月作成）(PDF : 1,159KB) 

○ ため池の安全対策事例集（平成 25 年 5 月作成）(PDF : 2,462KB) 

  



 
県内の幼稚園・保育園・こども園及び小学校などに、毎年ポスターを配布しています。 

 

令和 2 年度ポスター               令和 3 年度ポスター 

 

  
１．むやみに飛び込まない。泳いで助けることはしない。 

自分まで溺れてしまう危険があり、不用意に飛び込まない。 

２．大声でまわりに助けを求める。 
３．速やかに消防へ通報（１１９番通報）する。 
４．まわりに棒やロープがあれば差し伸べる。 

身の回りの浮くもの（浮き輪、ペットボトル）などがあれば近くに投げる。 

５．助け出した場合、すみやかに応急手当を実施する。 
 


